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[選出の基準] 

１ 原則として、総代会長はコミュニティ会長を兼ねない。 

２ 会長、副会長並びに会計監査は、専門事業推進室員を兼ねない。 

３ 町内推薦専門事業推進室員で、少世帯の五分一は山澗と共同で１名、夏渡・峠・吉井黒川は 
３町内で１名とする。 
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町内会長６、小・中学校３、 
商工会１、農協１、郵便局２、 
消防分団１ 
 
小・中学校ＰＴＡ３、 
交通安全協会１、老人クラブ１、
体育協会１、警察署補導委員１、
市青少年育成委員１、青年代表１、
食生活改善推進員１、民生委員１、
町内会推薦専門事業推進室員２０、
サークル・団体６、人材バンク４、
コミュニティ委嘱１８ 

正副会長３、町内会長５、 
専門事業推進室長６ 
専門事業推進室委員の中から６ 
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正副会長３、事務局３
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